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○ 措置状況の概要

１ 平成30年度包括外部監査結果（平31.３.29公表）に対する措置状況
(1) 監査テーマ：「公共インフラ施設の管理と老朽化対策に係る財務事務の執行について」
(2) 概 要

項 目 監査の結果及び意見
措置の内容（件数）

対応困難 検討中（件数） 対応済
対応不可 (対応進行／検討)

１ 大分県のインフラ長寿命化

計画（行動計画）
結 果 ４ ０ ０ ４(４/０)

２ 施設類型毎のアセットマネ

ジメント
結 果 25 16 ０ ９(７/２)

(1)道路 結 果 ９ ６ ０ ３(１/２)

(2)林道 結 果 ２ １ ０ １(１/０)

(3)港湾 結 果 11 ７ ０ ４(４/０)

(4)漁港 結 果 ３ ２ ０ １(１/０)

３ 施設類型毎のインフラマネ

ジメント
結 果 28 20 １ ７(７/０)

(1)道路 結 果 ５ ２ ０ ３(３/０)

(2)林道 結 果 １ １ ０ ０(０/０)

(3)港湾 結 果 ９ ７ ０ ２(２/０)

(4)漁港 結 果 13 10 １ ２(２/０)

包括外部監査の結果に添え

て提出する意見
意 見 23 ７ ４ 12(５/７)

結 果 57 36 １ 20(18/２)

（件数合計） 意 見 23 ７ ４ 12(５/７)

合 計 80 43 ５ 32(23/９)
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平成31年３月29日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況

（監査テーマ：公共インフラ施設の管理と老朽化対策に係る財務事務の執行について）

項 目 監 査 の 結 果 及 び 意 見 措 置 の 内 容 備 考

１ 大分県のインフラ長寿命化計画（行動計画）

（１）大分県公共施設等総合管理指針

総務部 【結果】指摘 Ｐ－１ 報告書
「公共施設等の管理に関する基本的 41ページ
な考え方」について
総務省策定指針で「２.(4)公共施 総務省公共施設等総合管理計画の

設等の管理に関する基本的な考え 策定にあたっての指針や各県公共施
方」に記載すべき事項として、計画 設等総合管理計画等を踏まえた上
期間における公共施設等の数や延床 で、大分県公共施設等総合管理指針
面積等の公共施設等の目標を記載す に記載する事項を体系的に整理し確
るとともに、所定の事項について考 定した。
え方を記載することとされている。 今後は、数量的目標値について、
しかし、大分県管理指針では数量 県有建築物とインフラ資産で統一的

的目標値は記載されていないし、各 に設定できる長寿命化等による保全
事項の記載もされていないので、改 経費の削減など、費用面での目標設
定の必要性が認められる。 定を検討する。

【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ｐ－２ 報告書
「全庁的な取組体制の構築及び情報 41ページ
管理・共有方策」や「現状や課題に
関する基本認識」について
総務省策定指針では「２.(2)全庁 総務省公共施設等総合管理計画の

的な取組体制の構築及び情報管理・ 策定にあたっての指針や各県公共施
共有方策」と「２.(3)現状や課題に 設等総合管理計画等を踏まえた上
関する基本認識」に分けて記載する で、大分県公共施設等総合管理指針
よう指示されているものを大分県管 に記載する事項を体系的に整理し確
理指針では「５ 公共施設等の管理 定する。
に関する基本的な考え方」等の章に 取組体制については、平成31年４
散逸的に記載されているため、判り 月の組織改正により県有財産経営室
にくい。前述の指摘Ｐ－１も踏まえ に新設された公共施設総合管理班が
て、総務省策定指針の記載区分に従 全庁的な進捗管理や情報管理を行う
って再整理する必要性が認められ ことから、その方法等について検討
る。 する。
また、全庁的な取組体制の構築や 【検討中（対応進行）】

情報管理について、具体的に記述す
る必要がある。

【結果】指摘 Ｐ－３ 報告書
「施設類型ごとの管理に関する基本 41ページ
的な方針」について
総務省策定指針では道路、学校等 総務省公共施設等総合管理計画の
といったレベルを施設類型と考えて 策定にあたっての指針や各県公共施
おり、「県有建築物」「公共インフラ 設等総合管理計画等を踏まえた上
施設」「公営企業施設」は、施設類 で、大分県公共施設等総合管理指針
型とは言えない。 の施設類型を見直すとともに、施設
また、これらを施設類型とみると、類型ごとに策定する基本的な方針に
逆に「２. 公共施設等の総合的かつ ついて、統一した様式を作成し、個
計画的な管理に関する基本的な方 別施設計画所管課に方針の記載を依
針」が記載されていないことになる 頼する。
ので、「３. 施設類型ごとの管理に関 【検討中（対応進行）】
する基本的な方針」の記載がされて
いないものと判断する。
したがって、当該基本的な方針を

記載する必要がある。

【結果】指摘 Ｐ－４ 報告書
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大分県管理指針で言うところの個別 43ページ
施設計画について
各個別施設の取組方針と具体的な 令和元年度に各県公共施設等総合
実施内容、時期を示したものを個別 管理計画や個別施設計画所管課の意
施設計画と称しているようである 見等を踏まえた上で、個別施設計画
が、これでは、インフラ長寿命化基 の策定単位について検証し確定させ
本計画の個別施設毎の長寿命化計画 る。この個別施設計画をもとにそれ
（個別施設計画）を意味するのか、 ぞれの施設類型（行動計画）を確定
施設類型毎のインフラ長寿命化計画 する。
（行動計画）を意味するのか明確で 【検討中（対応進行）】
ない。

２ 施設類型毎のアセットマネジメント

（１）道路

土木建築部 【結果】指摘 Ａ－１ 報告書
個別施設計画の策定について 54ページ
大分県管理指針の計画体系が明確 令和元年度に道路施設の個別施設
でないため混乱しているが、策定さ 計画の体系を踏まえた上で、大分県
れている施設ごとの長寿命化計画は 公共施設等総合管理指針に記載の計
点検・維持管理の基本方針やマネジ 画区分を見直し、道路施設における
メントの仕方に係る内容であり、行 施設類型（行動計画）を確定する。
動計画と判断される。 【検討中（対応進行）】
一方で、個別施設計画については

策定されていないことになるので、
策定する必要がある。

【結果】指摘 Ａ－２ 報告書
総合評価落札方式審査会議事録につ 55ページ
いて
総合評価落札方式による入札の場 平成31年4月より開催される審査

合には審査会が開催されているが、 会から議事録を作成・保管してい
その議事録が作成されていないの る。
で、作成する必要がある。 【対応済】

【結果】指摘 Ａ－３ 報告書
入札参加者指定決定書について 56ページ
指名競争入札の場合、指名委員会 入札・契約マニュアルを適切な表

が課内の職員をメンバーとして開催 現に改訂する(平成31年4月対応済)
されているが、「入札参加者指名決 とともに、適切かつ効率的な業務の
定書」に押印して委員会を終了する 遂行を考慮し、指名委員会の過半数
ことになっている。 の出席や全員一致などの審議結果が
しかし、押印は所属長及び総務担 わかる資料を作成のうえ、委員長と

当課長のみで、委員全員が押印して 事務局が押印することとした。
いる訳でない。所定のルールに従っ 【対応済】
て指名決定したことを認める意味
で、委員全員が押印する必要がある
と考える。

【結果】指摘 Ａ－４ 報告書
財務執行関係書類の整理について 56ページ
土木事務所ごとに財務執行関係書 会計書類の編纂については、原則

類の整理の順序や方法が異なってい 日付ごとに製本するものとし、会計
たことから、共通化することが望ま 管理局のホームページにある書類編
しい。 纂マニュアルを参考とするよう、注

意喚起の文書を令和元年５月20日付
けで発出した。
【対応済】

【結果】指摘 Ａ－５ 報告書
支出負担行為決議書の記載事項につ 56ページ
いて
臼杵土木事務所では記載が適切に 公文書において公開・非公開の区

なされていたが、日田土木事務所、 分や保存期間を記載することの必要
大分土木事務所において、支出負担 性の周知及び記載の徹底について、
行為決議書に公開・非公開の記載や 令和元年５月に各所属あて通知済み
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保存期間の記載がなされていなかっ である。
た。決議書等に記載すべき事項につ 【対応済】
いては漏れなく記載を行うべきであ
る。

【結果】指摘 Ａ－６ 報告書
支出命令書の資産計上区分の訂正に 56ページ
ついて
支出命令書の資産計上区分につい 会計書類の修正については会計規

て、ソフトから出力された命令書に 則第169条に基づき修正するよう文
ボールペンで訂正を行っていたが、 書通知するものとし、また、財務会
誰が訂正を行い、誰が承認したかが 計システム帳票の修正にかかるもの
不明のままであった。公的な決裁文 については併せて入力データも修正
書であるため、原本を訂正する場合 し、修正した帳票を決裁済の決議書
は適切な事務処理が望まれる。文書 に添付するよう令和元年５月20日付
訂正時のルールを明確に規定する必 けの文書で通知した。
要がある。 【対応済】

【結果】指摘 Ａ－７ 報告書
道路マネジメントシステムの利用上 57ページ
の問題について
道路マネジメントシステムに橋梁 道路マネジメントシステムは、施

・トンネル補修工事の措置の概要に 設のGIS表示、施設諸元、点検結果
ついて、登録することができるが利 の保存に使用し、設計、工事の詳細
用していない。これは、当該システ 情報については大分県建設技術セン
ムに登録できる情報に限界があり実 ター所管の大分県公共土木施設デー
際には活用できないためである。 タベース保管管理システムで管理し
しかしながら、点検・設計・工事 ている。２つのシステムを使用する

の一連のメンテナンスサイクルを記 ことで目的は達成できているが、両
録することが望ましいことから、こ システムの互換性が低いため、互換
れらの事項について、いずれは集約 性を高める対策を検討する。
することが望まれる。 【検討中（検討）】

【結果】指摘 Ａ－８ 報告書
道路マネジメントシステムの評価に 58ページ
ついて
外部委託により道路マネジメント 道路マネジメントシステムは、施

システムを構築しているが、毎年の 設のGIS表示、施設諸元、点検結果
保守もなく、簡略的なシステムとな の保存に使用し、設計、工事の詳細
っている。 情報については大分県建設技術セン
そのため、道路マネジメントシス ター所管の大分県公共土木施設デー

テムが今後も継続的に利用すること タベース保管管理システムで管理し
が出来るのか、改修の必要性や新た ている。２つのシステムで一連のメ
に構築する必要がないか改めて評価 ンテナンスサイクルが記録できてお
することが望ましい。 り改修の必要性はないが、データ紐

付け等の利便性を高める対策を検討
する。
【検討中（検討）】

【結果】指摘 Ａ－９ 報告書
個別施設計画に基づく進捗管理につ 59ページ
いて
現状は損傷度合の高い資産の補修 個別施設計画は、県が管理してい

・修繕に追われているが、これらの る全ての施設をみて優先順位を設定
補修が一段落したら、適切な単位で して策定する必要がある。現状では、
長寿命化計画（個別施設計画）を策 橋梁、トンネル等種類毎に策定して
定した上で進捗管理をし、ＰＤＣＡ いるが、これを細分化すると、細分
サイクルを回していく必要がある。 化した中での順位を設定することに

なり、全ての施設の優先順位を反映
できなくなる。限られた予算を効率
的に配分するためには問題があるた
め、現状の策定単位が適切である。
また、現行計画でも土木毎にフォ

ローアップできる仕組みとなってい
る。
【対応済】
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（２） 林道

農林水産部 【結果】指摘 Ａ－１０ 報告書
個別施設計画の内容（対策費用）に 65ページ
ついて
長寿命化計画（個別施設計画）の 平成31年３月29日付で大分県林道

内容として、計画期間と次回点検時 長寿命化計画（個別施設計画）を改
期、優先度までしか記載されておら 定し、小規模橋梁についても対策費
ず、最も古く大型の１橋梁のみ対策 用（概算）を記載した。
費用（補修設計費・補修工事費）が 【対応済】
記載されているのみであった。
他の橋梁については、補修の必要

性が生じてから対策費用を予算化し
ても現実的な不都合が生じていない
ことによる。
しかしながら、対策費用はインフ

ラ長寿命化基本計画において、個別
施設計画で記載すべき事項として指
定されていることから、他県・他部
局の事例を参考に算出して、記載す
べきである。

【結果】指摘 Ａ－１１ 報告書
定量的評価を伴う長寿命化計画（行 65ページ
動計画）の策定について
大分県の林道施設について、長期 林野庁からライフサイクルコスト

的（10年超）な定量的評価を伴う行 の具体的算定手法が示されていない
動計画は策定されていない。長寿命 ものの、施設管理を行う上でライフ
化計画に基づく長寿命化対策の結 サイクルコストの算定は重要である
果、耐用年数がどの程度伸びるか、 ことから、その手法について林野庁
またライフサイクルコストがどの程 の意見も聞きながら県有財産経営室
度抑制できるかといった推計を行う とも検討のうえ、大分県公共施設等
ことが望まれる。 総合管理指針の改訂にあわせ令和２

年度中にライフサイクルコストを算
出する。
【検討中（対応進行）】

（３） 港湾

土木建築部 【結果】指摘 Ａ－１２ 報告書
行動計画の策定について 73ページ
インフラ長寿命化基本計画で作成 令和元年度に港湾施設の個別施設

を求められている個別施設計画はあ 計画の体系を踏まえた上で、大分県
るものの、港湾としての行動計画は 公共施設等総合管理指針に記載の計
ない。施設類型毎の行動計画として、画区分を見直し、港湾施設における
策定することが必要と思われる。 施設類型（行動計画）を確定する。

【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ａ－１３ 報告書
個別施設計画の作成単位について 73ページ
「大分県公共施設等総合管理指針」 令和元年度に港湾施設の個別施設計
においては、港湾は「岸壁・物揚場」画の体系を踏まえた上で、大分県公共
「防波堤」「護岸・堤防」「臨港道路」施設等総合管理指針に記載の計画区分
の４区分で個別施設計画を作成する （個別施設計画）を見直す。
こととしているが、実際にはそれ以 【検討中（対応進行）】
外の施設も含め「大分県港湾施設長
寿命化計画」として、１つの計画に
まとめている。両者の整合性を保つ
べきである。

【結果】指摘 Ａ－１４ 報告書
ライフサイクルコスト算定の前提条 73ページ
件について
臨港交通施設について、維持管理 臨港交通施設については「事後保

計画上は「事後保全型」となってい 全型」のため、平成30年度に見直し
るが、「予防保全型」であることを を行った「大分県港湾施設長寿命化
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前提としてライフサイクルコストを 計画」において、ライフサイクルコ
算定している。前提に誤りがあるた ストの再算定を行った。
め、再度算定し直す必要がある。 【対応済】

【結果】指摘 Ａ－１５ 報告書
維持管理計画のとりまとめ単位につ 75ページ
いて
維持管理計画をとりまとめている 維持管理計画書の策定状況を把握
単位は、港湾毎に異なっており、１ しやすいように一覧表を作成する。
施設１計画書の場合や、複数施設１ また、データを港毎に整理する。
計画書の場合等、複数のパターンが 【検討中（対応進行）】
存在する。今後、維持管理計画の見
直しをする際には、大分県管理の全
港湾全施設の策定状況を把握しやす
いような単位に見直すことが望まし
い。

【結果】指摘 Ａ－１６ 報告書
支出負担行為決議書の記載事項につ 76ページ
いて
支出負担行為決議書への記載が、 公文書において公開・非公開の区
必要な公開・非公開の区分や保存期 分や保存期間を記載することの必要
間の記載がなされていなかった。記 性の周知及び記載の徹底について、
載が必要な事項については漏れなく 令和元年５月に各所属あて通知済み
記載を行うべきである。 である。

【対応済】

【結果】指摘 Ａ－１７ 報告書
総合評価落札方式審査会議事録につ 77ページ
いて
総合評価落札方式による入札の場 平成31年４月より開催される審査

合には審査会が開催されているが、 会から議事録を作成・保管してい
その議事録が作成されていないの る。
で、作成する必要がある。 【対応済】

【結果】指摘 Ａ－１８ 報告書
入札参加者指定決定書について 77ページ
指名競争入札の場合、指名委員会 入札・契約マニュアルを適切な表

が土木事務所内の職員をメンバーと 現に改訂する(平成31年４月対応済)
して開催されているが、「入札参加 とともに、適切かつ効率的な業務の
者指名決定書」に押印して委員会を 遂行を考慮し、指名委員会の過半数
終了することになっている。 の出席や全員一致などの審議結果が
しかし、押印は所属長及び総務担 わかる資料を作成のうえ、委員長と

当課長のみで、委員全員が押印して 事務局が押印することとした。
いる訳でない。所定のルールに従っ 【対応済】
て指名決定したことを認める意味
で、委員全員が押印する必要がある
と考える。

【結果】指摘 Ａ－１９ 報告書
港湾台帳の記載について 78ページ
港湾台帳に記載すべき事項（建設 既存の工事台帳を調査し、未記載

開始年度及び終了年度、事業費、面 のものについては、登録する。
積等）が記載されていないものが散 また、面積等の数値は図面等より
見された。可能な限り調査をしたう 算出し登録する。
えで、登録すべきである。 【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ａ－２０ 報告書
定期点検の記録について 78ページ
平成29年度に定期点検を実施した 登録がされていなかった施設につ
施設について、点検結果を管理する いては登録を完了した。
港湾施設台帳システムへの登録がさ 【対応済】
れていないものがあった。

【結果】指摘 Ａ－２１ 報告書
修繕の優先度について 79ページ
修繕は性能低下度Ａ判定を優先し Ｄ～Ｂ判定の施設において、日常
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て行う計画となっているが、Ｄ判定 点検によりＡ判定相当と判断され、
であった施設を現状や利用者の要望 早急な修繕が必要な施設について
等により優先し修繕した事例があっ は、定期点検を実施し、点検結果を
た。初回点検結果または定期点検結 Ａ判定へ変更してから着手する仕組
果と現状が乖離していることも考え みづくりを行った。
られるため、日常点検等により性能 【対応済】
低下度を再評価する仕組みの検討が
必要である。

【結果】指摘 Ａ－２２ 報告書
点検費用と補修費用の当初見積額と 80ページ
の乖離について
平成29年度までに実施した定期点 平成30年度に見直しを行った「大

検および補修について、当初見積額 分県港湾施設長寿命化計画策定業
と実績額とに乖離があり、当初見積 務」において、点検費用と補修費用
額の精度に疑問がある。今後の定期 を過去の実績に基づき、再算定した。
点検および補修についても当初の見 【対応済】
積方法より多額の費用が発生する恐
れがあり、当初の見積方法に問題が
なかったかを検証し、見直すべき点
があるならば、再度見積を行うべき
と考える。

（４） 漁港

農林水産部 【結果】指摘 Ａ－２３ 報告書
行動計画の策定について 86ページ
インフラ長寿命化基本計画で作成 令和元年度に漁港施設の個別施設

を求められている個別施設計画はあ 計画の体系を踏まえた上で、大分県
るものの、漁港施設全体としての行 公共施設等総合管理指針に記載の計
動計画はない。施設類型毎の行動計 画区分を見直し、漁港施設における
画として、策定することが必要と思 施設類型（行動計画）を確定する。
われる。 【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ａ－２４ 報告書
総合評価落札方式審査会議事録につ 87ページ
いて
総合評価落札方式による入札の場 平成31年４月より開催される審査

合には審査会が開催されているが、 会から議事録を作成・保管してい
その議事録が作成されていないの る。
で、作成する必要がある。 【対応済】

【結果】指摘 Ａ－２５ 報告書
入札参加者指名決定書について 87ページ
指名競争入札の場合、指名委員会 入札・契約マニュアルを適切な表

が課内の職員をメンバーとして開催 現に改訂する(平成31年４月対応済)
されているが、「入札参加者指名決 とともに、指名委員会の過半数の出
定書」に押印して委員会を終了する 席や全員一致などの審議結果がわか
ことになっている。 る資料を作成のうえ、委員長と事務
しかし、押印は所属長及び総務担 局が押印することとした。

当班総括のみで、委員全員が押印し 【対応済】
ている訳でない。所定のルールに従
って指名決定したことを認める意味
で、委員全員が押印する必要がある
と考える。

３ 施設類型毎のインフラマネジメント

（１）道路

土木建築部 【結果】指摘 Ｉ－１ 報告書
固定資産台帳の土地の登録区分につ 95ページ
いて
道路の土地（敷地）については平 令和元年度に道路の土地を所管す

成27年以前に取得したものについて る道路保全課と協議し、区分方法を
は路線毎ではなく、国道、県道の２ 決定する。路線毎に分割した資産情
つの単位に一括して計上(登録)して 報については、令和２年度の固定資
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いる。他方、道路改良、舗装につい 産台帳の更新作業に合わせ、再登録
ては路線毎に区分して資産計上して を完了する。
いることから開始時に登録した土地 【検討中（対応進行）】
についても路線単位等の管理とする
ことが望まれる。

【結果】指摘 Ｉ－２ 報告書
拡幅した橋梁の再調達原価について 95ページ
滝尾橋については昭和38年に架橋 令和元年度の固定資産台帳の更新

しており、昭和53年に上・下流側に 作業に合わせ、資産情報の修正を完
拡幅されている。 了した。
この点、拡幅した幅も含めて昭和 【対応済】

38年に取得したものとして再調達価
額で固定資産計上しており、拡幅に
相当する分について過大に減価償却
されているので是正すべきである。

【結果】指摘 Ｉ－３ 報告書
土地の処理について 95ページ
土地の取得価額の処理について、 令和元年度の固定資産台帳の更新

同一資産に対する件名の異なる支出 作業に合わせ、資産情報の修正を完
について、各々が別個の資産として 了した。
固定資産計上されている。例えば県 【対応済】
道 43 号であれば公有財産購入費と
測量などの用地に係る委託費用が別
々の資産として計上されていた。こ
のため、同一の資産になるよう修正
する必要がある。

【結果】指摘 Ｉ－４ 報告書
予防保全と事後保全について 96ページ
道路については、全面的に予防保 大分県公共施設等総合管理指針で

全の方針とされているが、予算や人 は、公共インフラ施設は「適切な時
員等の制約や費用対効果等の観点か 期に保全工事を実施し、長寿命化を
らは、全ての道路について予防保全 図る」としているが、個別施設計画、
とすることが適切であるのか否か再 例えばのり面・土工構造物について
度検討が必要なのではないかと考え「ロックシェッド、大型カルバート、
る。 溝橋（ボックスカルバート）以外の

施設については、状態監視保全」と
している。このように現状でも予防
保全との使い分けをしているため、
大分県公共施設等総合管理指針を適
切な形に修正する。
【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ｉ－５ 報告書
道路の廃止などの判断基準の設定に 97ページ
ついて
道路関連の長寿命化計画に記載さ 橋梁については令和元年度に対応

れている実施方針のうち「統合や廃 する。その他施設については長寿命
止の方針」で「機能していない道路 化計画の見直し時に対応を検討す
施設については、道路交通サービス る。
の低下につながらないことを前提 【検討中（対応進行）】
に、廃止を含めた検討を行います。」
と規定している。今の規定であれば
統合や廃止候補のリストアップが必
要と考えるができていない。道路の
利用状況等が多岐にわたり、リスト
アップのための基準策定が難しいの
であれば、当該実施方針を実態に即
して変更するべきと思われる。

（２）林道

農林水産部 【結果】指摘 Ｉ－６ 報告書
固定資産台帳の登録ミスについて 102ページ
個別資産台帳と固定資産台帳を路 令和元年度の固定資産台帳の更新
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線ごとに全路線照合を実施した結 作業に合わせ、資産情報の修正を完
果、鎧ヶ岳線において、平成３年新 了した。
設の計上額に固定資産台帳の登録ミ 【対応済】
スが一件見つかった。

（３）港湾

土木建築部 【結果】指摘 Ｉ－７ 報告書
再調達価額算定における数量の集計 107ページ
誤りについて
港湾台帳に記載されている延長や 令和元年度の固定資産台帳の更新

面積等のデータを基に、再調達単価 作業に合わせ、資産情報の修正を完
に乗じる数量を集計しているが、集 了した。
計誤りが複数あった。 【対応済】

【結果】指摘 Ｉ－８ 報告書
再調達価額算定における再調達単価 108ページ
の設定誤りについて
再調達価額算定において施設種別 令和元年度の固定資産台帳の更新

毎に再調達単価を設定しているが、 作業に合わせ、資産情報の修正を完
係留施設と外郭施設の単価を取り違 了した。
えて設定したため、係留施設と外郭 【対応済】
施設のすべての取得価格に誤りがあ
る。

【結果】指摘 Ｉ－９ 報告書
廃棄物処理施設の固定資産台帳への 109ページ
登録について
廃棄物処理施設（廃棄物埋立護岸） 令和元年度に固定資産台帳と法定
は、固定資産台帳に登録が必要な資 台帳（港湾台帳）に登録されたデー
産（工作物）であるが、固定資産と タの照合作業を行い、令和２年度の
して計上されていない。 固定資産台帳の更新作業と合わせ、

資産情報の修正を完了する。
【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ｉ－１０ 報告書
開始時の建設仮勘定台帳の登録につ 109ページ
いて
新地方公会計の開始時(平成28年４ 令和元年度の固定資産台帳の更新
月１日)において、建設仮勘定台帳 作業に合わせ、資産情報の修正を完
へ登録されている工事の前払金のう 了した。
ち、修繕に該当する工事であり、台 【対応済】
帳への登録が不要なものが含まれて
いた。

【結果】指摘 Ｉ－１１ 報告書
開始時の建設仮勘定台帳の登録漏れ 110ページ
について
平成28年度に完成した大分港の交 令和元年度の固定資産台帳の更新

付港改１港湾改修工事は、平成26年 作業に合わせ、資産情報の修正を完
度以前に測量・設計等の委託を行い 了した。
支払をしているが、その金額が固定 【対応済】
資産に計上されていない。本来であ
れば、平成27年度以前に支払った
35,070,000円は建設仮勘定台帳に登
録しておくべきであったが、開始時
点での登録が漏れたためである。

【結果】指摘 Ｉ－１２ 報告書
建設仮勘定台帳から本勘定への振替 111ページ
漏れについて
平成28年度に完成した交付港改11 令和元年度の固定資産台帳の更新

港湾改修工事は、平成27年度に前払 作業に合わせ、資産情報の修正を完
金の支払いがあり、開始時に建設仮 了した。
勘定台帳に登録していたが、完成時 【対応済】
に本勘定への振替がされておらず、
平成28年度末において建設仮勘定台
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帳に残されたままとなっていた。

【結果】指摘 Ｉ－１３ 報告書
修繕費とすべきものについて 111ページ
平成28年度に実施した大分港の航 令和元年度の固定資産台帳の更新

路の浚渫工事について、既設航路に 作業に合わせ、資産情報の修正を完
滞留した土砂を取り除く作業である 了した。
ため修繕に該当するが、資本的支出 【対応済】
として固定資産に計上していた。
また、計上した資産は係留施設で

あったが、航路は水域施設にあたる
ため、計上した資産区分も誤りであ
る。

【結果】指摘 Ｉ－１４ 報告書
固定資産計上時期の誤りについて 111ページ
平成28年度に実施した臨港道路の 令和元年度の固定資産台帳の更新

測量・設計等の委託業務のうち、平 作業に合わせ、資産情報の修正を完
成29年度以降に工事が完了するもの 了した。
が複数あるが、委託業務が完成し支 【対応済】
払した平成28年度末に固定資産に計
上している。平成28年度末時点では
建設仮勘定に計上し、工事が完了し
た時点で固定資産に計上すべきであ
る。

【結果】指摘 Ｉ－１５ 報告書
個別台帳と固定資産台帳との整合性 112ページ
について
固定資産台帳への登録の際には、 港湾台帳に登録している財産と現

登録対象資産の個別台帳（港湾台帳）在固定資産台帳に登録している資産
への登録内容を確認し、資産計上区 をリンクさせるため、ファイルを作
分等の整合性に問題がないことを確 成し、どの資産が港湾台帳に登録さ
認する必要がある。 れている施設を合計したものかわか

る資料を作成する。
【検討中（対応進行）】

（４）漁港

農林水産部 【結果】指摘 Ｉ－１６ 報告書
開始時の固定資産台帳登録の誤り 119ページ
(単純ミス)について
漁港台帳の「建設又は取得の価格」 令和元年度の固定資産台帳の更新
欄に記載の金額（千円単位）を基に、作業に合わせ、資産情報の修正を完
開始時に固定資産台帳の取得価格を 了した。
登録しているが、小祝漁港、長洲漁 【対応済】
港について精査した結果、単純ミス
による登録誤りが相当数見られた。

【結果】指摘 Ｉ－１７ 報告書
再調達原価で見直す必要があるもの 119ページ
について
小祝漁港の一部の施設について、 令和元年度の固定資産台帳の更新

再調達原価で評価する必要性が認め 作業に合わせ、資産情報の修正を完
られた。 了した。

【対応済】

【結果】指摘 Ｉ－１８ 報告書
取得日登録の誤りについて 119ページ
漁港台帳の取得日が誤っているに 令和元年度の固定資産台帳の更新

もかかわらず、誤ったまま登録して 作業に合わせ、資産情報の修正を完
償却計算を行っているケースがあっ 了した。
た。 【対応済】

【結果】指摘 Ｉ－１９ 報告書
漁港台帳の誤りの修正について 120ページ
漁港台帳から固定資産台帳に登録 令和元年度中に、固定資産台帳と
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するに際して、むしろ漁港台帳の建 法定台帳（漁港台帳）に登録された
設価格等の記載が間違っていると判 データの照合作業を行い、法定台帳
断して見直しているケースがある （漁港台帳）の修正を行う。
が、漁港台帳側が未修正であるもの 今後は、固定資産台帳へ登録する
が散見された。既にない施設を削除 金額と、法定台帳（漁港台帳）に登
し忘れているケースもあった。 録する金額が合致することを確認す

るためのチェックシートを作成し、
所属内でチェックを行う。
【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ｉ－２０ 報告書
固定資産台帳への登録漏れについて 120ページ
長洲漁港の浮桟橋(図面番号99) 令和元年度の固定資産台帳の更新

を、固定資産台帳に登録し忘れてい 作業に合わせ、資産情報の修正を完
た。 了した。
なお、当該施設の漁港台帳記載金 【対応済】

額は、193,418千円である。

【結果】指摘 Ｉ－２１ 報告書
佐賀関漁港の初期登録精査の必要性 120ページ
について
佐賀関漁港について平成28年３月 令和元年度に固定資産台帳と法定

31日初期登録時点の資料が見当たら 台帳（漁港台帳）に登録されたデー
ず、かつ、固定資産台帳と漁港台帳 タの照合作業を行い、令和２年度の
とで初期登録金額がほぼ不一致とな 固定資産台帳の更新作業と合わせ、
っており、全データの精査を行い、 資産情報の修正を完了する。
修正する必要がある。 今後は、固定資産台帳へ登録する

金額と、法定台帳（漁港台帳）に登
録する金額が合致することを確認す
るためのチェックシートを作成し、
所属内でチェックを行う。
【検討中（対応進行）】

【結果】指摘 Ｉ－２２ 報告書
開始時の建設仮勘定計上漏れについ 121ページ
て
新地方公会計の開始時（平成28年 令和元年度の固定資産台帳の更新

４月１日）において、工事未完成で 作業に合わせ、資産情報の修正を完
前払金を支払っている工事で、完成 了した。
後に当該前払金と合わせて固定資産 【対応済】
計上する予定の工事については、開
始時に前払金を建設仮勘定に登録し
ておく必要があったが、登録漏れし
ている工事前払金の支出命令書が散
見された。結果的に、平成29年度末
時点でも固定資産台帳に計上されな
いままとなっている。

【結果】指摘 Ｉ－２３ 報告書
支出命令書を複数に分けた支払の固 121ページ
定資産計上漏れについて
支出命令書を予算等の関係で分け 令和元年度の固定資産台帳の更新

て支払を行っているケースにおい 作業に合わせ、資産情報の修正を完
て、ある支払は固定資産計上(公会 了した。
計コードで101処理)しているが、他 【対応済】
の支払は固定資産計上すべきものを
漏らしている(103処理している)事
例が見られた。

【結果】指摘 Ｉ－２４ 報告書
追加工事の固定資産計上漏れについ 121ページ
て
当初契約工事完成後に追加工事が 令和元年度の固定資産台帳の更新

行われているが、追加工事部分につ 作業に合わせ、資産情報の修正を完
いては、固定資産台帳へ記載されて 了した。
いない事例が見られた。 【対応済】
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【結果】指摘 Ｉ－２５ 報告書
附帯工事と本体工事の区分が異なる 122ページ
場合の計上ミスについて
小祝漁港のH27生産特定第１号水 令和元年度の固定資産台帳の更新

産生産基盤整備工事では、本体の「防 作業に合わせ、資産情報の修正を完
砂堤工事」に付随して「マイナス 了した。
1.5m物揚場」のコンクリート打ち直 【対応済】
し、「野積用地」のアスファルト舗
装補修を行っている。当該２つの附
帯工事は、いずれも劣化したコンク
リート、アスファルトの補修であり
修繕費となるべきものであったが、
本体と一緒に固定資産計上されてい
た。

【結果】指摘 Ｉ－２６ 報告書
機能保全計画書作成委託や台帳補正 122ページ
業務委託の公会計コードについて
000（その他）という公会計コー 指摘を踏まえ、今後は公会計コー

ドで処理すれば足りると思われる。 ド000（その他）で処理をすること
計画策定や事後的な調査業務であ とする。
り、固定資産に計上する必要はなく、【対応済】
経費にするとしても科目的には修繕
費や維持補修費ではなく、調査費の
ような科目が妥当である。

【結果】指摘 Ｉ－２７ 報告書
現場技術業務委託について 122ページ
現場技術業務委託は、委託先から 本県の公会計の取扱は、地方公会

監理業務ができる人を派遣され、ま 計マニュアルに基づき実施してお
た、常駐しているので、人材派遣や り、同マニュアル39段落では、資産
出向に近い形である。 計上を伴う工事に付随して実施する
その場合、人件費的なもの（派遣 各業務委託の費用については、付随

料、出向料）として処理し、そもそ 費用として資産として計上するとさ
もこのような配分計算をしない方法 れている。
もある。 現場技術業務委託では、資産計上

を伴う工事に付随する各業務（設計
積算、現場管理等）を行っているた
め、同マニュアルに基づく取扱をす
るべきものと考える。
【対応不可】

【結果】指摘 Ｉ－２８ 報告書
大分県行財政改革アクションプラン 124ページ
の20頁の記載について
大分県行財政改革アクションプラ 「県管理漁港の市町村への移管」

ンにおける「県管理漁港については、については、次期大分県行財政改革
市町村の意向を尊重しつつ、可能な アクションプランでは取り上げてい
ものから市町村への移管を検討しま ない。
す。」の記述については、次期プラ 【対応済】
ン策定時には見直すべきと思われ
る。

包括外部監査の結果に添えて提出する意見に関するもの

【意見１】 報告書
競争入札における内部統制について 132ページ
「公共工事の品質確保の促進に関 ＜土木建築部＞

する法律」の施行及びその後の改正 入札参加者や落札者の決定過程に
に伴う、価格以外の要素を折り込ん ついては、「公共工事の入札及び契
だ入札形態の多様化に応じて、入札 約の適正化の促進に関する法律」に
参加者や落札者の決定過程を公正・ 基づき、「公共工事の発注の見通し、
透明にする必要性が高まっている。 入札及び契約の過程並びに契約の内
これに係る内部統制についても、 容に関する事項の公表要領」を定め、

有効に機能するよう確実に実施する 公表している。
とともに、必要があれば改善する必 また、この公表については、毎年
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要がある。 度の研修等で周知しており、有効に
機能するよう徹底し、必要があれば
改善していく。
【対応済】

【意見２】 報告書
大分県の長寿命化計画の体系見直し 134ページ
について
大分県の公共施設等総合管理指針 ＜総務部＞

（行動計画）と施設類型毎の行動計 令和元年度に総務省公共施設等総
画や個別施設計画について、体系的 合管理計画の策定にあたっての指針
な整理が不十分であり、混乱が見ら や各県公共施設等総合管理計画等を
れる。 踏まえた上で、大分県公共施設等総
県有財産経営室が全庁をリード 合管理指針の改定に向けた取組を進

し、県が所有又は管理する建築物及 める。
び公共インフラについて、「公共施 施設類型については、現行の個別
設等総合管理計画の策定にあたって 施設計画を基準として体系を整理し
の指針」（総務省）やインフラマネ た上で、それぞれの基本的な方針を
ジメントや個別施設計画策定に係る 定める。
ガイドライン等（各省庁）を参考に 【検討中（対応進行）】
して、体系的かつ網羅的に、必要な
計画を具体的に定める必要がある
（既存の計画の位置付けを含む）。

【意見３】 報告書
個別施設計画の策定単位について ＜総務部＞ 135ページ
個別施設計画は、健全度評価を行 令和元年度に国ガイドラインや各

う施設（構造物）単位ではなく施設 県の策定状況、個別施設計画所管課
管理者が優先度評価やコストの平準 の意見等を踏まえた上で、個別施設
化の検討を行うのに適した施設の集 計画の策定単位について検証した上
合体を単位として策定すべきであ で確定させる。
り、特に道路、港湾については、検 【検討中（対応進行）】
討を要する。
また、メンテナンスサイクル、特

に定期点検のサイクルにも配慮する
必要がある。

【意見４】 報告書
マネジメントの相違と管理組織につ 138ページ
いて
対象とする資産の様々な相違を踏 ＜総務部＞

まえれば、マネジメントの仕方も当 公共施設の長寿命化対策の推進に
然異なってくるので、県有建築物（事 あたっては、維持管理や更新費用な
業用資産）はファシリティマネジメ どの試算に基づき、中長期的な投資
ント、公共インフラ施設（インフラ 計画等も検討する必要があり、県有
資産）はインフラマネジメント（ア 建築物・公共インフラ施設に区別せ
セットマネジメント）と区分して捉 ず、これらを一体的に総務部（県有
えることも合理的であり、上位の管 財産経営室）が管理することで県財
理組織をこの区分に従って分けるこ 政の平準化も図られるものと考えて
とが考えられる。 いる。
その場合には、総務部の県有財産 このため、公共インフラ施設につ

経営室に加えて、例えば、インフラ いては、農林水産部・土木建築部の
経営室のようなものを設置すること それぞれに部内の長寿命化対策を統
が想定される。 括する職員の配置と県有財産経営室

への兼務により、一体的な管理体制
を構築した。
【対応済】

【意見５】 報告書
ＰＤＣＡサイクルを回す組織体制の 140ページ
構築について
「公共施設等総合管理計画の策定 ＜総務部＞

にあたっての指針」の改訂を踏まえ、 公共施設の長寿命化対策を戦略的
ＰＤＣＡサイクルを具体化する必要 ・計画的に推進するため、施設種別
がある。その際、まずは総務部にお ごとに定めた長寿命化計画の一元的
いて、数値目標の設定や評価手法に な進捗管理・評価(ＰＤＣＡ)、予防
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ついて研究するとともに、各担当課 保全技術の導入促進などの業務を所
の実情を詳細に把握すべきである。 掌させるため、平成31年４月26日付
今後、必要な体制を整備し、点検 けで、県有財産経営室に「公共施設

結果に基づき効果・必要性を精査し 総合管理班」を新設した。
た上で必要な予算を確保し長寿命化 【対応済】
対策を計画的に執行することにより
中長期的に維持管理・更新費用の平
準化を図るとともに、国等の動向も
見据えて予防保全の知見を早期導入
し、トータルコストの縮減を目指す
必要がある。

【意見６】 報告書
固定資産台帳登録の過年度誤りの修 141ページ
正作業について
監査結果における指摘は、まだ実 ＜農林水産部＞
務が定着していないことによる事務 令和元年度に固定資産台帳と法定
的な処理ミスや判断ミスの発生事例 台帳等に登録されたデータの照合作
である。このような事例が多々ある 業を行い、令和２年度の固定資産台
ので、監査の対象とした施設以外へ 帳の更新作業と合わせ、資産情報の
も遡及して広く精査し、修正すべき 修正を完了する。
は修正する必要がある。 【検討中（対応進行）】
ついては、これら過年度の誤りを

修正する期間を設定して、集中的に ＜土木建築部＞
作業することが望まれる。 令和元年度に固定資産台帳と法定

台帳等に登録されたデータの照合作
業を行い、令和２年度の固定資産台
帳の更新作業と合わせ、資産情報の
修正を完了する。
【検討中（対応進行）】

【意見７】 報告書
開始後の固定資産の登録単位(記載 143ページ
単位)について
林道、港湾、漁港については、開 ＜農林水産部＞
始時の一括的な資産計上から開始後 関係部局で協議を行い、固定資産
の記載単位を変えていないが、少な 台帳に記載する単位の統一に向けて
くとも開始後は「現物と照合が可能 検討する。
な単位」「取替や更新を行う単位」 【検討中（検討）】
で登録するような精緻化が必要であ
り、関連するルールを定める必要も ＜土木建築部＞
ある。 関係部局で協議を行い、固定資産
また、開始時は諸事情があり致し 台帳に記載する単位の統一に向けて

方ないが、開始後に同じ道路や港で 検討する。
も一般道と林道、港湾と漁港で登録 【検討中（検討）】
単位が全く異なるのも問題である。

【意見８】 報告書
金銭の授受を伴わない取引の処理に 145ページ
ついて
今回の監査対象となった施設では ＜総務部＞

開始後発生していないようである 令和元年度に寄附・贈与、除却等
が、寄附・寄贈、除却等の支出を伴 の金銭の授受を伴わない取引につい
わない資産の異動が実際に生じた場 て、計上方法・処理方法等のルール
合の処理方法は確立されていない。 を整備する。
寄附・贈与、除却等の金銭の授受を 【検討中（対応進行）】
伴わない取引について、計上方法・
処理方法等のルールを明確に規定し
たものを整備すべきである。

【意見９】 報告書
資本的支出と修繕の区分作業につい 146ページ
て
固定資産台帳への登録の要否は、 ＜農林水産部＞
資本的支出と修繕費を区分する作業 令和元年度に関係部局で協議を行
から始まる。大分県では、この区分 い、起工伺いの際に公会計コード別
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作業は原則、起工伺いを起票する段 に記録を残しチェックする方法を検
階で行われるが、インフラについて 討する。
は、この作業が適正に行われたかは 【検討中（検討）】
期末の固定資産登録時に集中チェッ
クしている。 ＜土木建築部＞
しかし、量的に膨大となっている 令和元年度に関係部局で協議を行

ので、起工伺いの段階で第三者が随 い、起工伺いの際に公会計コード別
時又は順次チェックする方法を検討 に記録を残しチェックする方法を検
すべきである。 討する。

【検討中（検討）】

【意見10】 報告書
資本的支出への細かな対応について 146ページ
大分県のシステム上、補修目的の ＜農林水産部＞

工事は公会計コード103として処理 令和元年度に関係部局で協議を行
される。 い、起工伺いの際に公会計コード別
しかし、補修に合わせて機能アッ に記録を残す方法を検討する。

プするような改造工事が含まれてい 【検討中（検討）】
る場合には、そのうち資産計上すべ
き範囲についての判断内容を起工伺 ＜土木建築部＞
い等で記録にとどめておく必要があ 令和元年度に関係部局で協議を行
る。その上で、資産計上部分は101 い、起工伺いの際に公会計コード別
処理対象として財務執行データを作 に記録を残す方法を検討する。
成する必要が生じるが、そのような 【検討中（検討）】
ケースへの対応を明確にする必要が
ある。

【意見11】 報告書
固定資産台帳への登録に係る内部統 148ページ
制について
固定資産に係る処理は、現行、ほ ＜総務部＞

ぼ内部統制は構築されていないと言 固定資産に係る処理に関しては、
える。手続的にも、現状は担当者が 基準、ガイドラインを定め、研修等
登録を行うのみでチェック・承認手 も実施し、処理手続きに誤りがない
続きが実施されていない。固定資産 よう努めているところであるが、令
の会計処理は、長期間に渡り影響を 和元年度の更新作業から登録内容の
残すので、その内部統制の構築は重 チェックが行えるよう固定資産の登
要である。手続的なプロセスを構築 録をこれまでの画面登録からＣＳＶ
するとともに、判断ミスを防止する シートでの取込みへ変更した。
ような基準や実務的なガイドライン ＣＳＶシートに整理する数値につ
を作成して、研修により職員の理解 いては根拠資料を整備し、課内での
を高める等、十分な内部統制を整備 承認（決裁）を得た上で主管課へ提
し適切に運用する必要がある。 出、主管課による数値チェック後、
ただし、内部統制を人的資源に頼 取り込むことにより内部統制が行え

ることは、大分県の人員の状況を考 る体制を整えた。
えると限界があると思われ、コンピ 【対応済】
ュータシステムによる統制も検討を
要するので、留意願いたい。

【意見12】 報告書
固定資産台帳への登録のタイミング 149ページ
について
固定資産台帳への資産登録の頻度 ＜総務部＞

を、例えば月次で行い、入力事務が インフラ資産の場合、同一の資産
集中しないようにすることも、ミス であっても多数の契約、支払いがあ
を防ぐ上で考慮すべきであり、シス るので、確定後まとめて登録を行う
テム上も可能である。処理すべきも 方が効率的だと考える。
のが量的に多い場合、内部統制を機 加えて、固定資産の登録をこれま
能させるためには、時間的な余裕も での画面登録ではなく、ＣＳＶシー
必要である。 トでシステムに取込む方法に見直し
したがって、随時登録が可能であ たことにより、ＣＳＶシートへの入

るにもかかわらず、固定資産台帳へ 力・チェックが行えるようになり、
の登録を期末後にまとめて行うこと 入力・登録の内部統制が高まったも
は、内部統制の観点からは好ましく のと考える。
ない。 【対応困難】



- 17 -

【意見13】 報告書
固定資産台帳と貸借対照表価額との 153ページ
整合性確保について
整備手引きには「整合性を図る観 ＜総務部＞

点から、期末に固定資産台帳と貸借 不一致の発生を防ぐためには、財
対照表価額の資産残高が一致してい 務会計システムに登録する仕訳コー
るかの確認が必要です。」と規定さ ドの選択が重要であることから、入
れている。このため、不一致の発生 力した仕訳コードの確認を徹底す
を防ぎつつ、発生した場合にどのよ る。併せて、固定資産台帳の登録時
うに原因を発見・調整するかについ に支出命令書一覧を担当所属に送付
て、手続的なプロセスを構築する必 し、仕訳コードの再確認を行うなど
要が生じる。 手続プロセスを構築した。
財務会計システムと固定資産台帳 【対応済】

システムが電算的にどのように連動
しているかにもよるが、他の自治体
の事例も踏まえて、内部統制の構築
を行う必要がある。

【意見14】 報告書
建設仮勘定が発生するケースの把握 153ページ
整理について
建設仮勘定が発生する典型的なケ ＜農林水産部＞

ースは、工事請負契約で前払金（中 建設仮勘定が発生するケースを把
間払い）を支払って未完成のまま決 握し整理する。
算期末を迎えた場合であるが、他に また、固定資産台帳（建設仮勘定
もケースがあるので、ケースを把握 台帳）の登録時に、支出命令書一覧
して、整理する必要がある。 を担当所属に送付し仕訳コードの確
それに対応して、財務会計側の処 認を行った上で、完成した資産につ

理と固定資産台帳（建設仮勘定台帳）いては資産計上するとともに、建設
側の登録処理とが整合するようなシ 仮勘定台帳からの振替漏れがないか
ステム連動や内部統制が確立されて 確認できるよう手続プロセスを構築
いるか検討すべきである。 する。
なお、資産計上となる請負工事の 【検討中（検討）】

前払金（中間払い）等を財務会計上、
前払金としているのであれば、建設 ＜土木建築部＞
仮勘定で計上するように変更するこ 建設仮勘定が発生するケースを把
とが前提となる。 握し整理する。

また、固定資産台帳（建設仮勘定
台帳）の登録時に、支出命令書一覧
を担当所属に送付し仕訳コードの確
認を行った上で、完成した資産につ
いては資産計上するとともに、建設
仮勘定台帳からの振替漏れがないか
確認できるよう手続プロセスを構築
する。
【検討中（検討）】

【意見15】 報告書
建設仮勘定からの振替漏れの確認に 154ページ
ついて
期末には「既に完成しているにも ＜農林水産部＞

かかわらず、建設仮勘定のままで計 固定資産台帳（建設仮勘定台帳）
上されている（本勘定への振替が漏 の登録時に、支出命令書一覧を担当
れている）固定資産は無いか。」を 所属に送付し仕訳コードの確認を行
確認することが必須である。 った上で、完成した資産については
固定資産台帳上での振替漏れと財 資産計上するとともに、建設仮勘定

務会計上での振替仕訳漏れと両方で 台帳からの振替漏れがないか確認で
発生することが考えられるので、原 きるよう手続プロセスを構築する。
課と財政課のどちらが整理するか、 【検討中（検討）】
建設仮勘定のデータの受け渡しをど
ちらがおこなうかも重要である。 ＜土木建築部＞

固定資産台帳（建設仮勘定台帳）
の登録時に、登録済みの建設仮勘定
一覧を担当所属に送付し、完成した
資産については資産計上するととも
に、建設仮勘定台帳からの振替漏れ
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がないか確認できるよう手続プロセ
スを構築する。
【検討中（検討）】

【意見16】 報告書
固定資産台帳の更新スケジュールに 155ページ
ついて
毎年適切に更新していくために ＜総務部＞

は、先進団体の固定資産台帳の更新 １年間の更新スケジュールは作成
スケジュールも参考にしながら、財 しているが、遅れが生じた状態とな
務諸表の公表の時期をにらんで予め っている。令和元年度から固定資産
１年間の更新スケジュールを作成し の登録をＣＳＶシートでシステムに
て関係者と共有し、計画的に進めて 取込む方法に変更したことにより、
いくことが重要である。 画面登録に比べ計画的に進めること

が可能となった。
【対応済】

【意見17】 報告書
固定資産台帳と個別台帳の連動につ 157ページ
いて(目指すべき方向)
現状では、固定資産台帳と個別台 ＜総務部＞

帳とが別個のものとして入力・作成 個別台帳の項目は法律に従って記
・管理が行われているが、各々を一 載している。台帳の連動化は費用等
元的に管理できるようにするのが望 の観点から困難である。
ましい。具体的には、固定資産台帳 なお、固定資産台帳の精緻化及び
と個別台帳の共通のデータベースを 効率化、有効活用等について、関係
構築し、入力・管理を一括で行える 部局と連携して、その向上に努めて
ようにすることが考えられる。 いく。
その上で、入力内容のうち様式上 【対応困難】

個別台帳に必要な項目が個別台帳に
表示され、固定資産台帳に必要な項
目が固定資産台帳に表示されるよう
にすることが望まれる。

【意見18】 報告書
資産計上の単位の共通化について 157ページ
大分県では、固定資産台帳では施 ＜総務部＞

設類型単位、あるいはその一つ下位 個別台帳の項目は法律に従って記
区分の管理施設単位で計上されてい 載している。台帳の記載単位等の共
る。このため、詳細な資産ごとの減 通化は、費用等の観点から困難であ
価償却計算ができず、物理的に区別 る。
できる構成施設であっても会計的な なお、固定資産台帳の精緻化及び
除却の処理が困難又は不可能な状況 効率化、有効活用等について、関係
にある。 部局と連携して、その向上に努めて
効率性の観点からも固定資産台帳 いく。

と個別台帳の記載単位や記載区分を 【対応困難】
ある程度共通化することで双方の連
動を図り、さらには除却等の処理に
も対応できるよう償却計算も精緻化
することが望まれる。

【意見19】 報告書
固定資産台帳の追加登録項目につい 158ページ
て
大分県では、固定資産台帳を公共 ＜総務部＞
施設マネジメントに活用するため 個別台帳の項目は法律に従って記
に、情報として、どのような追加項 載している。台帳の一元管理化は、
目が必要かの検討は、インフラ資産 費用等の観点から困難である。
に関しては、いまだ行われていない。 なお、固定資産台帳の精緻化及び
今後検討の上、必要な追加項目につ 効率化、有効活用等について、関係
いても個別台帳と固定資産台帳のデ 部局と連携して、その向上に努めて
ータベースで一元管理することが望 いく。
ましい。 【対応困難】

【意見20】 報告書
予防保全と事後保全について 161ページ
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公共インフラ施設について、事後 ＜総務部＞
保全に追われつつ、一部を除き、将 劣化予測の見積りとライフサイク
来的に全面的に予防保全に移行する ルコストの算定については、国から
方針としている観がある。予算や人 具体的な推計手法が示されていない
員等の制約や費用対効果等の観点か ものの、今後の施設管理を行う上で
らは、全てのインフラ資産について 重要なものと考えており、その手法
予防保全とすることが最適管理なの について検討する。
か再度検討が必要なのではないかと その上で、事後保全型と予防保全
思われる。 型のライフサイクルコストの比較方
特にコスト重視の維持管理が可能 法についても検討する。

な施設については、劣化予測の見積 【検討中（検討）】
りとライフサイクルコスト（ＬＣＣ）
の算定を行い、事後保全型と予防保
全型のライフサイクルコストを比較
する必要がある。

【意見21】 報告書
機能保全レベル（維持管理水準）の 164ページ
設定について
現状、道路・港湾ともに、点検結 ＜土木建築部＞

果に基づく補修を行う際、施設の「健 （道路保全課）
全度」のみを基準として、事業着手 事業着手の順序は、点検結果（施
の順序を決めている。 設の健全度）のみではなく、現地の
しかし、いつまでも健全度のみを 交通量等も基準に加えて、利用者の

目安にすると、事後保全型の対応か 安全確保の観点から決定している。
ら抜け出せないため、優先度の考え 【対応済】
方も取り込み、暫定的でも機能保全
レベル（維持管理水準）を施設毎に （港湾課）
設定すべきである。これにより予算 事業着手の順序は、点検結果（施
の制約がある中でよりバランスの良 設の健全度）のみではなく、港湾や
い事業採択の基準を構築する一歩に 各施設の重要度、経過年数等も基準
なると期待できる。 に加えて、利用者の安全確保の観点

から決定している。
【対応済】

【意見22】 報告書
劣化予測とライフサイクルコスト 168ページ
（ＬＣＣ）について
道路・橋梁・トンネル等について ＜土木建築部＞

は、劣化予測やライフサイクルコス 橋梁については令和元年度に対応
ト（ＬＣＣ）の算定を行わずに大分 した。その他施設については長寿命
県管理指針及び道路の長寿命化計画 化計画の見直し時に対応を検討す
（行動計画）を策定している。将来 る。
的な事象に起因するため合理的な算 【検討中（検討）】
定方法が未だ確立されていないため
としているが、過去の実証データや
研究の知見によりある程度合理的な
見積りは可能である。これらを活用
して劣化予測やＬＣＣの算定を行
い、トータルコストを計画に反映さ
せるべきである。

【意見23】 報告書
長寿命化計画等における定量化の研 169ページ
究について
ライフサイクルコスト（ＬＣＣ） ＜総務部＞

を予測する場合、老朽化予測、対策 総務省公共施設等総合管理計画の
の実施周期、対策コストの集計とい 策定にあたっての指針では、中長期
った作業を各々の施設で選択可能な 的な経費の見込みとして、事後保全
対策シナリオ(機能保全レベル)毎に 型と予防保全型のライフサイクルコ
行って、最善のシナリオで確定する ストを算出することが重要であり、
ことになる。 速やかに検討することとしている。
予算の平準化は、施設(構造物)、 劣化予測の見積りとライフサイクル

管理単位としての施設集合体、施設 コストの算定については、国から具
類型、全庁レベルと段階的に行うこ 体的な推計手法が示されていないも
とがイメージされるが、このように のの、総務省策定指針等を踏まえる
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公共インフラを構成する膨大な数の と施設管理を行う上で重要なもので
施設(構造物)毎にＬＣＣを算定して あることから、その手法について県
積み上げることを前提として、それ 有財産経営室と各個別施設計画を所
ぞれのレベルでの目標値の設定が可 管する担当課で検討する。大分県公
能となる。 共施設等総合管理指針の改訂予定で
また、長寿命化の効果をどのよう ある令和２年度までにライフサイク

に測定するか、手法は確立していな ルコストを算出する。
いものの、ＬＣＣが関係してくるも 【検討中（対応進行）】
のと想定される。
したがって、効率的、効果的な維

持管理手法の研究・実践を行う中
で、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）
の算定・集計についても、簡便な方
法から始めて次第に精度を高めなが
ら効率的な方法を模索することが求
められる。
なお、このような定量化に係る問

題については、担当課で個々に検討
するよりもインフラ関係者で研究会
を発足させて組織的に推進すべきと
考える。

（注）表中の「報告書」とは、平成31年３月29日付け大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第640号
により公表された「平成30年度包括外部監査結果報告書」である。


